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人
づ
く
り
で

�
ま
ち
づ
く
り
事
業

わ
ん
に
ゃ
ん
譲
渡
会

●
主
催　

ア
ニ
マ
ル
レ
ス

福
祉
現
場
ス
タ
ッ
フ

に
よ
る
障
が
い
事
業

所
紹
介

●
主
催　

Ｅ
ｇ
ブ
ラ
ン
ダ
ー

●
日
時　

10
月
26
日
（
土
）

午
後
１
時
30
分
～
同
４
時

30
分

●
場
所　

赤
間
西
コ
ミ
セ

ン
・
多
目
的
ホ
ー
ル

●
内
容　

市
内
の
障
が
い
関

提案制度提案制度提案制度

竹
林
整
備
実
践
講
座

（
３
）

●
主
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
宗
像

里
山
の
会

●
日
時　

10
月
27
日
（
日
）

午
前
９
時
～
正
午

＊
小
雨
決
行

●
場
所
／
内
容　

竹
齢
ご
と

の
働
き
と
竹
齢
判
別
法
、

竹
齢
記
号
の
付
け
方
、
伐

竹
（
ば
っ
ち
く
）
材
で
イ

ノ
シ
シ
侵
入
防
止
柵
作

り
、
チ
ッ
プ
化
し
た
竹
の

堆
肥
作
り
な
ど
に
つ
い
て

座
学
と
実
習
で
学
び
ま
す

▽
メ
イ
ト
ム
宗
像
・
１
０
１

会
議
室
／
座
学
「
伐
（
き
）

る
竹
の
選
び
方
と
竹
材
の

利
用
」

▽
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
隣
接
竹

林
内
／
実
習

●
講
師　

野
中
重
之
さ
ん

（
竹
林
利
活
用
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
）

●
定
員　

先
着
25
人

●
受
講
料　

無
料

●
持
参
品　

ヘ
ル
メ
ッ
ト
、

竹
伐
り
鋸
（
の
こ
ぎ
り
）

（
貸
し
出
し
あ
り
）、軍
手
、

飲
料
水
、
作
業
で
き
る
服

装
●
申
込
締
切
日　

10
月
15
日

（
火
）

●
申
込
必
要
事
項

　

①
住
所
②
氏
名
③
電
話
番

号
●
申
込
先　

同
会

▽
ハ
ガ
キ
＝
〒
８
１
１
・
３

４
３
７
／
久
原
１
８
０
／

メ
イ
ト
ム
宗
像
メ
ー
ル

高
齢
者
・
障
が
い
者

の
た
め
の
無
料
法
律

相
談
会

ボ
ッ
ク
ス
・
宗
像
里
山
の

会
▽
FAX
（
36
）
８
３
１
７

▽
メールno

rinag
ao
55@

ari.bbiq.jp

■
問
い
合
わ
せ
先

同
会
事
務
局
（
長
尾
）

☎
０
９
０
（
５
７
４
８
）

６
２
２
１

宗
像
市
青
少
年
国
際
交
流
事
業

中
国
四
川
省
成
都
か
ら
少
年
野
球
チ
ー
ム
が
や
っ
て
き
た

　

全
軟
宗
像
学
童
部
の
少
年

野
球
チ
ー
ム
が
、
中
国
四
川

（
し
せ
ん
）
省
成
都
（
せ
い

と
）
の
雲
海
（
う
ん
か
い
）

野
球
連
盟
の
少
年
野
球
チ
ー

ム
と
、
８
月
３
日
～
同
５
日

に
野
球
や
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
を

通
じ
て
交
流
し
ま
し
た
。
３

日
は
明
天
寺
球
場
で
野
球
、

４
日
は
玄
海
自
然
の
家
の
体

育
館
で
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル

や
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
を
し
ま
し

た
。
夕
方
に
は
、
同
学
童

部
の
保
護
者
か
ら
バ
ー
ベ

キ
ュ
ー
が
ふ
る
ま
わ
れ
、
中

国
チ
ー
ム
の
児
童
17
人
は
、

同
学
童
部
の
家
庭
に
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
し
ま
し
た
。

　

中
国
チ
ー
ム
の
監
督
は
、

青
葉
台
出
身
の
豊
岡
孝
章
さ

ん
（
26
歳
）。
豊
岡
さ
ん
は
、

青
年
海
外
協
力
隊
（
Ｊ
Ｉ
Ｃ

Ａ
）
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
平

成
22
年
６
月
か
ら
２
年
間
、

中
国
の
河
北
（
か
ほ
く
）
省

●
主
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
齢

者
・
障
害
者
安
心
サ
ポ
ー

ト
ネ
ッ
ト　

●
日
時　

10
月
15
日
（
火
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

市
役
所
本
館
１

階
・
第
１
、
第
２
相
談
室

●
内
容　

成
年
後
見
制
度
、

相
続
、
遺
言
、
財
産
管
理
、

葬
儀
・
納
骨
な
ど
の
死
後

事
務
な
ど

●
相
談
員　

同
サ
ポ
ー
ト

ネ
ッ
ト
理
事
長
、
正
会
員

＊
事
前
申
込
不
要

■
問
い
合
わ
せ
先

同
サ
ポ
ー
ト
ネ
ッ
ト　

☎
０
９
２
（
７
３
７
）
２

３
４
５

地球のために
行動してみませんか？

アースデイむなかた10万人アクション
　

１
９
７
０
年
に
ア

メ
リ
カ
で
始
ま
っ
た

ア
ー
ス
デ
イ
は
、
地
球

環
境
を
考
え
、
自
分
に

で
き
る
意
思
表
示
を

す
る
国
際
連
帯
行
動

で
す
。
世
界
各
地
で
開

催
さ
れ
、
日
本
で
も
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

が
実
施
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

市
で
も
「
ア
ー
ス
デ

イ
む
な
か
た
10
万
人

ア
ク
シ
ョ
ン
」
と
し
て
、
身
近
な

と
こ
ろ
か
ら
地
球
環
境
を
考
え
た

行
動
を
す
る
こ
と
を
基
本
に
、
ラ

イ
ト
ダ
ウ
ン
の
取
り
組
み
を
実

施
。
今
年
は
11
月
３
日（
日
・
祝
）

午
後
７
時
か
ら
１
時
間
程
度
、
各

家
庭
で
不
要
な
照
明
を
消
す
よ
う

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
赤
間
地
区
で
は
「
夢
灯

籠
ま
つ
り
」
と
併
せ
て
ア
ー
ス
デ

イ
の
啓
発
を
実
施
し
ま
す
。
ま
つ

り
で
は
、
竹
や
牛
乳
パ
ッ
ク
を
利

色とりどりの美しい灯籠

キ
ュ
ー
む
な
か
た（
Ａ
Ｒ
）

＊
市
後
援

●
日
時　

10
月
20
日
（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

●
会
場　

メ
イ
ト
ム
宗
像
・

屋
外
広
場
（
東
側
出
入
口

前
）

●
入
場
料　

無
料

＊
当
日
は
面
会
の
み
で
、
後

日
自
宅
へ
届
け
ま
す

＊
毎
月
第
２
日
曜
日
に
開
催

■
問
い
合
わ
せ
先

Ａ
Ｒ
（
松
井
）　

係
事
業
所
で
働
く
ス
タ
ッ

フ
が
事
業
所
の
日
々
の
様

子
や
取
り
組
み
を
紹
介

●
対
象　

障
が
い
の
あ
る
人

と
家
族
、
学
校
・
医
療
関

係
者
、
福
祉
従
事
者
な
ど

●
定
員　

先
着
80
人

●
参
加
料　

無
料

＊
随
時
申
込
受
付
中

■
申
込
先

Ｅ
ｇ
ブ
ラ
ン
ダ
ー（
針
池
）

☎
０
８
０
（
６
４
２
９
）

４
０
８
９

10月１日（火）空き家条例が変わります

伐る竹の選び方などの現地実習の様子

用
し
た
手
作
り
の
灯
籠
を
飾

り
、
ろ
う
そ
く
で
幻
想
的
な

光
を
楽
し
め
ま
す
。
ぜ
ひ
家

族
で
来
て
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

11
月
３
日
（
日
・

祝
）
午
後
５
時
～

●
場
所　

赤
間
熊
越
池
公
園

他
＊
公
共
交
通
機
関
の
利
用
を

■
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
課　☎

（
36
）
１
４
２
１

　市内の空き家の中で適正に管理されず
に放置され、防犯、防火、環境などの面
で問題がある空き家が増えています。
　空き家などの適正管理を推進するため、
10月１日（火）に空き家条例が変わります。
「代執行」「緊急安全措置」を追加。今回は、
「代執行」「緊急安全措置」について紹介
します。
　空き家が放置され、管理不全な状態と
なることを防止し、生活環境の保全と防
犯のまちづくりを推進しましょう。
【代執行】
　市が空き家の適正管理を所有者などに
「命令」します。この「命令に対応しない
場合」かつ「他の手段によってその履行
を確保することが困難であり、かつ不履
行を放置することが公益に反すると認め
られる場合」に市が命令した内容を代わ
りに実行することをいい
ます。また、代執行に要
した費用は、所有者など
から徴収（＊）します。

＊行政代執行法第６条「代執行に要した
費用は、国税滞納処分の例により、こ
れを徴収することができる。」
　　この処分（命令）に不服がある場合は、
行政不服審査法第６条、第14条の規定
により、この処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して��日以内に、市
長に対して異議申し立てできます

【緊急安全措置】
　災害などの緊急時で、急迫の障害を除
くため、やむを得ない場合に限って必要
最小限の措置を実施します。代執行の命
令をする暇（いとま）がない場合に実施。
緊急安全措置に要した費用は、所有者な
どに請求します。支払われなかった場合、
民事訴訟で徴収します。
■問い合わせ先
　生活安全課　☎（36）５０５０

☎
０
８
０
（
４
２
７
６
）

７
９
７
６

に
派
遣
さ

れ
、
野
球

の
普
及
活

動
を
実
施

し
て
い
ま

し
た
。

　

派
遣
期

間
終
了

後
、
一
度

帰
国
し
ま

し
た
が
、

成
都
の
野
球
連
盟
か
ら
野
球

の
普
及
に
協
力
し
て
ほ
し
い

と
の
依
頼
を
受
け
、
再
度
中

国
に
渡
り
、
昨
年
の
12
月
か

ら
小
学
生
約
70
人
の
野
球
指

導
を
し
て
い
ま
す
。

　

豊
岡
さ
ん
が
中
国
の
少
年

野
球
チ
ー
ム
を
日
本
に
遠
征

さ
せ
た
の
は
今
回
で
２
回

目
。
中
国
の
子
ど
も
た
ち

に
、
日
本
の
野
球
だ
け
で
は

な
く
、
自
然
や
文
化
の
素
晴

ら
し
さ
を
知
っ
て
、
感
じ
て

も
ら
う
の
が
目
的
と
い
い
ま

す
。

＊
市
で
は
、
青
少
年
の
国
際

交
流
を
推
進
す
る
た
め
、

交
流
に
か
か
る
費
用
（
海

外
へ
の
渡
航
費
、
ホ
ー
ム

ス
テ
イ
受
入
れ
費
）
の
一

部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

相
談
は
問
い
合
わ
せ
先
へ

■
問
い
合
わ
せ
先

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
協
働
推

進
課

市
民
活
動
係
（
メ
イ
ト
ム

宗
像
内
）

☎
（
36
）
０
３
１
１

野球を通して交流する
チームの児童たち


